
2018年7月1日以降の技術移転契約に

関わる届出・監査、そして、移転価格税
制の規定遵守 

国会は、2017年6月19日、技術移転に関する法律07/2017/QH14が国会を通過し
ました。この新しい法律は2018年7月1日から施行されて、従来の技術移転法
80/2006/QH11が廃止されます。今回は、この新しい技術移転法に関する概要、

そして、技術移転に関わる法令順守のための資料整備についてご案内申し上
げたく存じます。 

1. 移転対象となる技術 

移転対象となる技術は、以下の1つまたは複数が対象となります。 

a) 技術的ノウハウ、工業的ノウハウ。 

b) 技術的計画・工程。解決策、パラメーター、図面、技術的設計図。公式、コン
ピュータソフトウェア、データ情報。 

c) 製造合理化・技術革新の解決策。 

d) 上記a、bおよびcに規定される対象のいずれかを伴った機械・設備。 
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2. 技術移転契約 

この法律によれば、技術移転契約は、文書にて作成するか、または、民法の規
定に基づいて文書による取引として見なされるその他形態にて作成する必要が
あります。契約書は、各当事者による署名、押印（該当する場合）をして、契約
書および付属文書の各々のページに対して署名、割印（該当する場合）をする
必要があります。 

契約には以下の内容が必要です。 

a) 移転される技術の名称。 

b) 移転対象となる技術、技術により製造される製品、製品の基準・品質。 

c) 所有権の譲渡、技術使用権の移転。 

d) 技術移転の方法。 

e) 各当事者の権利および義務。 

f) 対価、決済方法。 

技術移転の対価は各当事者の合意による。以下に該当する場合、技術移
転の対価は、監査を受け、かつ、税法および価格法の規定に基づき実施す
る必要があります。 

• 当事者の1つまたは複数が国家資本を受けている場合。 

• 親子会社間の場合。 

• 税法の規定に基づく関連者の関係がある場合。 

この規定を見る限り、ベトナム当局は、税収喪失を引き起こす可能性がある
移転価格税制の対象となる親会社から子会社への技術移転など関連者間
取引に該当する場合の技術移転に関心を寄せていることが分かります。弊
社Grant Thornton Vietnam からは、技術移転契約の署名をする前に、技術

移転の価格を慎重に検討して移転価格文書の整備をしておくことをおすす
め致します。 

決済は以下の方法で実施できます。 

• 現金または物品による一回または複数回での支払い。 

• 法律の規定に基づく技術価値の投資プロジェクト資本または企業資本へ
の振り替え。 
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• 正味販売価格に対するパーセンテージ (%) での支払い。 

• 純売上に対するパーセンテージでの支払い。 

• 税前利益に対するパーセンテージ (%) での支払い。 

• 両当事者が合意するその他決済方法。 

契約の期間、効力発生日。 

g) 技術移転契約の効力発生日は、両当事者の合意によります。契約の効力
発生日について特別の合意が無い場合、効力発生日は締結日になります。 

規定による届出対象となる技術移転契約の場合には、技術移転届出証明
書の発行日から効力が発生します。期限延長、修正、補足の契約をした場
合、技術移転契約の期限延長、修正または補足の届出証明書発行日から
効力を生じます。 

h) 契約において使用する概念、術後（該当する場合）。 

i) 技術移転の計画・進展計画、技術移転の実施場所 

j) 移転対象となる技術の保証責任。 

k) .契約違反の罰則。 

l) 契約違反による責任。 

m) 紛争解決機関。 

n) 両当事者が合意するその他内容。 

3. 技術移転の届出 

以下のいずれかの場合に該当する技術移転契約は、科学技術管理管轄当局
への届出が必要です。但し、技術移転の制限対象となる技術であっても技術移
転許可証の発行を受けている場合は不要です。 

• 外国からベトナムへの技術移転。 

• ベトナムから外国への技術移転。 

• 国家資本または国家予算を使用する国内の技術移転。但し、科学技術法が
定める科学技的術課題の実施結果届出証明書の発行を受けている場合は
除きます 
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技術移転の締結文書署名日から90日以内に、技術移転の届出実施義務を負
う当事者は、技術移転の届出証明書を申請するための書類を1部、科学技術管
理管轄当局へ提出します。 

4. 2018年7月1日前から効力がある技術移転契約について 

新しい技術移転法の施行日前に締結された技術移転契約は、新しい技術移転
法の施行日以降に期限延長をする場合、新しい技術移転法の規定に基づく届
出、期限延長の手続きを実施します。 

新しい技術移転法の施行日前に受理された技術移転契約の届出申請書類が
まだ処理されていない場合は、従来の技術移転法80/2006/QH11の規定を適
用します。 

技術移転契約の作成、移転価格税法の規定に準拠した技術移転の適正な価
格算定、また、科学技術管理管轄当局への技術移転契約の届出手続きなどで
ご支援を要望される場合は、ご遠慮なく、弊社Grant Thornton Vietnam へお問
い合わせ下さい。 
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